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平成３１年度集合注射日程

　宮城県は、メタボリックシンドロームの人の割合が全国で４番目に多
く、大衡村は県平均をさらに上回っており、１日の歩数も目標に足りて
いません。
　そこで、村では１日の目標歩数に近づけ健康管理に役立てていただく
ために、ウォーキングマップを作成し各家庭に配布します。このマップ
は、実際に健康運動サポーターと役場周辺を散策し、眺めのいいスポッ
ト、桜がきれいなスポットなど、村の四季折々の風景を楽しみながら適
度な運動を続けることができるモデルコースを掲載しています。
　芽吹きの季節、春を感じながらウォーキングをお楽しみください。

　狂犬病予防集合注射を次の日程で行います。法律により、生後９１日以上の飼い犬（室内犬も含む）は、
登録と毎年１回狂犬病予防注射を受けなければなりませんので、忘れずに行ってください。

場　所
松 原 集 会 所
大瓜上集会所
大瓜下集会所
衡中北集会所
衡 中 集 会 所
衡 下 集 会 所
衡中東集会所
奥 田 集 会 所
大 森 集 会 所
駒 場 集 会 所
衡 東 集 会 所
蕨 崎 集 会 所
衡 上 集 会 所
ときわ台集会所

時　間
午前　9時30分～10時
午前10時10分～10時40分
午前10時50分～11時20分
午前11時30分～11時50分
午後　1時10分～　1時40分
午後　1時50分～　2時20分
午後　2時30分～　3時
午前　9時30分～10時
午前10時10分～10時40分
午前10時50分～11時20分
午前11時30分～11時50分
午後　1時10分～　1時40分
午後　1時50分～　2時20分
午後　2時30分～　3時

月　日

４月２２日
（月）

４月２３日
（火）

※他地区でも受けられます。

◆手数料
　・注射料　３,１００円
　・登録料　３,０００円（新規登録）

◆予防注射通知書（はがき）をお持ちくださ
　い。新規登録の場合は受付でお申し出くだ
　さい。

◆実施日に予防注射を受けられない場合は、
　動物病院で受けてください。動物病院で証
　明証を発行してもらい、住民生活課で予防
　注射済票の交付を受けてください。
　（手数料550円）

◆新規登録、飼主変更、転出、死亡届出は問
　い合わせください。

◆問い合わせ先　住民生活課
　　　　　　　　☎３４１－８５１２
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メタボリックシンドローム該当者 +予備群の人の割合（県H29）

◆問い合わせ先　健康福祉課☎３４５－０２５３

１日の目標歩行数

20～64歳

65歳以上

男　性

9,000 歩

7,000 歩

女　性

8,500 歩

6,000 歩
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●引っ越しごみをごみ集積所に出す場合
　分別方法を守り、他の利用者の迷惑とならない
ように少量ずつ数回に分けて出してください。
●一度に多量のごみを処理する場合
　自己搬入、又は許可業者に収集運搬を依頼して
ください。
【自己搬入】
　搬入許可証が必要ですので、搬入する車の車検
証の写しをお持ちのうえ住民生活課にお越しくだ
さい。ごみの処理手数料がかかります。
搬入・問い合わせ先　
　環境管理センター　☎３４２－２２１８
　（大和町吉田字根古北５０）
【許可業者に依頼】
　許可業者に処理を依頼してください。ごみの処
理手数料と業者への収集運搬費用がかかります。
※ごみの処分方法や許可業者等は、配布している
　「ごみの分別と出し方」、「家庭ごみ収集計画表」、
　又は村のホームページをご覧ください。

引っ越しごみの出し方 ごみの分別
　ごみの分別について、環境管理センターで次のよう
な事例がありました。ごみを集積所に出す際には、分
別方法やルールを守って出してください。
　　　　　　　　　　　　　

　焼却炉の中から鉄板（195×51㎝）が出てきました。
金属類は、高温の焼却炉の中を通っても燃え尽きず、
施設の故障の原因となってしまいます。

　「もえるごみ」にスプレー缶が混入しており、残っ
ていたガスにより爆発が起き、焼却炉の保護ガラスが
破損しました。　施設トラブルや作業員のけがにつな
がりかねませんので、スプレー缶は「有害ごみ」とし
て指定曜日を守って出してください。

◆問い合わせ先　住民生活課☎３４１－８５１２

ごみの出し方について


